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１． はじめに 

 北海道病害虫防除所、道総研各農業試験場、お

よび道農政部技術普及課等で実施した病害虫発生

予察事業ならびに試験研究の結果から平成30年

に特に注意すべき病害虫について報告する。 
 
２． 平成29年の病害虫の発生状況 

 平成29年は6月に記録的な多雨があり、りん

ごの黒星病が多発した。7月には記録的な高温が

あり、あぶらな科野菜におけるコナガの密度が上

昇した。一方で7月の降水量は少なかったため、

てんさいの褐斑病などは多発には至らなかった。

近年問題となっている秋まき小麦のなまぐさ黒穂

病は29年度も道内の広域にわたって発生した。 
 主要病害虫で多発となったのは、ブロッコリー

のコナガ、りんごの黒星病、腐らん病であった。

やや多発となったものは、水稲の紋枯病、ヒメト

ビウンカ、秋まき小麦の雪腐病、春まき小麦（初

冬まき）の赤かび病、小豆の灰色かび病、ばれい

しょの軟腐病、黒あし病、りんごの斑点落葉病で

あった（表1）。 
 
表1 平成29年に多発・やや多発した主要病害虫 
作物名 病害虫名 

水稲 紋枯病、ヒメトビウンカ 

秋まき小麦 雪腐病 

春まき小麦

（初冬まき） 

赤かび病 

小豆 灰色かび病 

ばれいしょ 軟腐病、黒あし病 

ブロッコリー （コナガ） 

りんご 黒星病、斑点落葉病、腐らん病 

下線は多発生となった病害虫を示す 
括弧は平年値がないため暫定的な評価を示す 
 
３． 平成30年に特に注意を要する病害虫 

（１） てんさいの褐斑病 

てんさいの褐斑病においては、平成29年に新た

にDMI剤に対する耐性菌の出現と、カスガマイ

シン剤に対する耐性菌発生の拡大が報告された。

これらの耐性菌は全道に広く分布していると考え

られ、本病に対する防除では特に注意する必要が

ある。 
 薬剤散布を行う際には、DMI剤およびカスガマ

イシン剤（いずれも混合剤を含む）の使用回数を

可能な限り低減するため、マンゼブ剤や銅剤を基

幹薬剤とする。また、地域の平年初発期や予察情

報を参考に、初発直後までに散布を開始する。散

布間隔は14日以下とし、特に本病の感染に好適

な高温や多湿条件となる場合には10日以下とす

る。8月下旬で散布を終了すると、その後の発病

が急激に進展する場合が多いため注意する。 
また、本病の発生を抑えるためには、薬剤散布

によらない耕種的防除を積極的に取り入れること

も重要である。具体的には、伝染源を高めないた

めに連作を回避し、本病に対する抵抗性が“強”

の品種を作付けする。 
 
（２） あぶらな科野菜のコナガ 

 あぶらな科野菜のコナガは、道内において平成

26 年にジアミド系薬剤に対する抵抗性遺伝子を保

持した個体が確認され、平成28年には生産現場に

おいても春季から夏季にかけて抵抗性遺伝子の保

持割合の上昇が確認された。 
平成29年にも、道内の一部生産現場から、コナ

ガに対するジアミド系薬剤の効果が低く防除に苦

慮しているとの情報が寄せられている。また、試験

機関が実施した防除試験においても、ジアミド系

剤の防除効果が従来よりも高くはないことが確認

されている。 
従来からの注意事項である、①ジアミド系剤を

含め、同一系統薬剤の連用を避ける、②防除実施後

の効果の確認に努め、防除効果が低いと判断され

た場合は、他系統の薬剤による追加防除の実施を



検討する、③灌注剤、茎葉散布剤としての使用時に、

所定の処理量を遵守することが大切である。 
 
（３） りんごの黒星病 

黒星病は葉だけでなく、果実にも病斑を形成す

るため、著しい収量減の要因となる。適切な防除

により近年一般園における本病の発生は見られて

いなかったが、平成27年に重点防除期以降の薬

剤散布間隔が開いた一部の園地で発生が認められ

た。平成28年には被害に至る園地も認められ、

平成29年も引き続き被害が発生している。 
本病は平均気温が15～20℃で多雨のときに多

発しやすい。平成29年は6月の多雨が本病の発

生に好適な条件となった。平成30年においても

感染源は多いと推測されるため、防除時期を逸し

ないように薬剤を散布する。加えて、近年夏季の

多雨傾向が続いていることから、重点期の防除は

もちろん、それ以降も間隔が開きすぎないように

薬剤を散布する。防除機の切り返し地点など、防

除が不十分な場所で発生が目立つことから、薬剤

散布においては適切な水量を遵守し丁寧に散布す

る。 
また、青森県では、平成28年に基幹防除薬剤

であるDMI剤に対する耐性菌の出現が確認さ

れ、平成29年から本病に対する本系統剤の使用

が全面的に禁止された。道内におけるDMI剤に

対する感受性低下事例は確認されていないもの

の、本系統も含め同一系統薬剤の連用は避ける。 
 
（４） りんごの腐らん病 

腐らん病はりんごの最重要病害であり、主幹、

主枝および枝梢部に発生して胴枯れ、枝枯れ症状

を引き起こす。冬期間を除くほぼ通年、樹皮に形

成された子のう殻や分生子殻（柄子殻）から胞子

が分散する。このため、りんご栽培期間全体にわ

たって本病に対する警戒が必要である。 
本病は多くの園地で発生がみられ、これまでも

注意喚起を行ってきたが、平成29年には発生面

積率75.1％（平年44.3％）、被害面積率30.4％
（平年16.1％）と発生量は増加した。これには、

近年の多発傾向により伝染源密度が高まっている

こと、過年度の凍害による樹体損傷やなり疲れ、

樹齢が高まっていることで樹勢が弱まっているこ

となど様々な影響が考えられるため、総合的な対

策の実施が必要である。 
本病の対策は「りんご腐らん病総合防除対策指

針」に基づく、適切な剪定、施肥、土壌管理、干

害防止のための草生管理、適正な着果量の確保な

ど、基本管理の徹底が最も重要である。また、本

病の病斑からは一年を通して胞子が分散されるこ

とから、園地をよく観察し、病斑を見つけ次第速

やかにり病枝の切り落としや病患部の削り取りを

行う。切り取った枝や削り取った樹皮も園内に放

置すると感染源となるため、必ず園外に持ち出し

て適正に処分する。削り取り部の他、せん定、摘

果などによる傷も感染口となるので、ゆ合剤を塗

布するとともに薬剤の枝幹散布も行い、本病に感

染しないよう管理する。また、収穫後の休眠期防

除も実施する。 
 
４． 平成29年に新たに発生を認めた病害虫 

 平成29年に新たに発生を認めた病害虫は15
（病害9、害虫6）である。一部を抜粋して紹介

する。 
（１）えんどうの萎凋病（新発生） 

下葉から黄化する症状が発生し、り病株の維管

束には褐変症状が見られる。土壌および種子伝染

するため、汚染土壌の移動防止と健全種子の使用

が重要である。 
 

（２）ねぎの白絹病（新発生） 

 ねぎの外葉が枯死する症状が発生し、土壌表面

には白色の菌糸と直径約1mmの淡褐色の菌核が

認められた。病原菌は多犯性で多くの作物に白絹

病を引き起こすため、注意が必要である。 
 
特に注意を要する病害虫および新発生病害虫の詳

細な情報については、北海道病害虫防除所のホー

ムページに掲載していますので、そちらもご覧く

ださい。 


